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７ 災害医療 

 

目指す姿 

 

 

 

取組の方向性 

（１） 災害時に拠点となる病院の体制が強化されている 

（２） 災害時に拠点となる病院以外の病院の災害対策の体制が強化されている 

（３） 災害時に活動できる人材が確保されている 

（４） 災害医療に関わる全ての関係機関が連携できる体制が構築されている 

（５） 原子力災害医療体制が強化されている 

 

 

現状と課題 

（１）災害の現状 

災害には、地震、風水害、雪害といった自然災害から、テロ、鉄道事故や原子力発電所での事故

といった事故災害等に至るまで様々な種類があり、同じ種類の災害であっても、発生場所、発生時

刻や時期等によって、被災・被害の程度は大きく異なってきます。 

ア 自然災害  

①地震 

○ 我が国では、木造建築物の多い密集市街地が広い範囲で存在するため、地震によって大

規模火災が発生したり、建物が崩壊したりするなど、多大な被害が発生してきました。 

 

表３－３－７－１ 近年における大規模地震の発生状況 

発生年 名 称 備 考 

平成 ７年 阪神・淡路大震災 ・死者6,433 名 

平成23年 東日本大震災 
・死者15,893 名、行方不明者2,556 名 

（平成28 年 12 月 9日 時点） 

平成28年 熊本地震 
・死者49 名、重傷者345 名、軽傷者1,318 名 

（平成28 年 5月 31 日 時点） 

平成30年 北海道胆振東部地震 

・死者42名、重軽傷者762名 

・日本で初めてとなるエリア全域に大規模停電

（ブラックアウト）が発生し、最大約295万

戸が停電 

出典：厚生労働省医政局地域医療計画課長通知「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」 

（令和５年５月26日付け医政地発0526第５号） 

 

○ このほかにも、東海地震、東南海・南海トラフ地震、首都直下地震等全国規模の大規模

地震や、滋賀県内においても、琵琶湖西岸断層帯や花折断層を震源とする地震の発生が予

 災害時においても必要な医療を受けることができる 
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測されています。 

②風水害等 

○ 近年、短時間強雨の年間発生回数の増加が顕著であり、大河川の氾濫も相次ぎ県内では、

平成25年度（2013年度）の台風18号による大雨で、県内各地の河川が氾濫し、死者１名、

負傷者９名を出し、多くの住家が全壊、床上、床下浸水する等、大きな被害が発生しまし

た。また、線状降水帯の発生により記録的な大雨となった令和２年７月大雨等豪雨災害が

毎年発生し、各地で甚大な被害をもたらしており、今後も、大雨の頻度や熱帯低気圧の強

度の増加が予想されています。 

イ 事故災害  

○ 県内では平成３年（1991 年）に死者 42 名、負傷者 628 名の信楽高原鉄道の列車正面衝突

事故が発生しました。 

○ 平成 23 年（2011 年）３月に発生した東日本大震災では、福島第一原子力発電所の事故に

より、セシウム等の放射性物質が広範囲に拡散し、現在も多くの住民の方が避難を強いられ

ている等、周辺地域に大きな影響を与えています。 

 

（２）災害医療の提供 

ア 災害拠点病院＊ 

○ 災害拠点病院は、災害による重篤患者の救命医療等の高度の診療機能を有し、被災地から

の患者の受入れ、広域医療搬送＊に係る対応等を行います。 

○ 本県は、災害時の医療提供体制で、中心的な役割を果たす災害拠点病院を各二次保健医療

圏で計10病院指定しており、その状況は次のとおりです。 

 

図３－３－７－２ 災害拠点病院の位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

湖東 

東近江 

湖西 

大津 
甲賀 

湖南 

湖北 
長浜赤十字病院 

彦根市立病院 

近江八幡市立総合医療センター 

済生会滋賀県病院 

淡海医療センター 

公立甲賀病院 
滋賀医科大学医学部附属病院 

市立大津市民病院 

大津赤十字病院 

高島市民病院 



- 113 - 

 

表３－３－７－３ 災害拠点病院一覧 

種 別 保健医療圏 医療機関名 指定年月日 

基幹災害拠点病院        県全域 大津赤十字病院 平成９年１月20日 

地域災害拠点病院 大 津 市立大津市民病院 平成９年１月20日 

    滋賀医科大学医学部附属病院 平成22年３月５日 

  湖 南   淡海医療センター 平成18年４月28日 

    済生会滋賀県病院 平成９年１月20日 

  甲 賀  公立甲賀病院 平成21年８月11日 

  東近江 近江八幡市立総合医療センター 平成９年１月20日 

  湖 東 彦根市立病院 平成９年１月20日 

  湖 北 長浜赤十字病院 平成９年１月20日 

  湖 西 高島市民病院 平成21年８月11日 
 

○ 近年は大規模地震に加え、豪雨災害が増加傾向にあり、病院の耐震化に加え、浸水想定区

域に所在する医療機関は、浸水対策を行う必要があります。 

イ 災害拠点精神科病院＊ 

○ 災害拠点精神科病院は、災害時においても精神科医療を行うための診療機能を有し、被災

地からの精神疾患を有する患者の受け入れ、災害派遣精神医療チーム（以下「DPAT」という。）

の派遣に係る対応等を行います。しかしながら、本県においては、未だ災害拠点精神科病院

の指定ができていないため、早期に指定をする必要があります。 

ウ 航空搬送拠点臨時医療施設＊（SCU: Staging Care Unit） 

○ 平成 25 年度（2013 年度）に３か所の航空搬送拠点臨時医療施設（以下「SCU」という。）

を設置し、併せて、その運営に必要な資機材を整備しました。 
 

表３－３－７－４ SCUおよび担当医療機関一覧 

SCU名称 担当医療機関 

滋賀県立大学 彦根市立病院 

滋賀医科大学 滋賀医科大学医学部附属病院 

高島市民病院 高島市民病院 
 

○ 大規模災害発生時の航空機等による患者搬送を円滑に行うため、SCU の効率的な運営や機

能充実が必要です。 

エ 災害対策(防災)マニュアル・業務継続計画＊（BCP：Business Continuity Planning） 

○ 災害時、県民に必要な医療機能を迅速に復旧させるためには、災害対策（防災）マニュア

ル、業務継続計画(以下「BCP」という。)および職員参集マニュアルを策定し、平素より訓練

を実施する等体制の構築が必要です。県内の病院の策定状況は次のとおりです。 
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  表３－３－７－５ 県内58病院の災害対策（防災）マニュアル等策定状況 

項目 現状値（R5） 

災害対策(防災)マニュアル 
・策定済み    46病院 
・準備中     11病院 
・策定予定無し     1病院 

BCP 
・策定済み    33病院 
・準備中     25病院 
・策定予定無し     0病院 

職員参集マニュアル 
・策定済み    36病院 
・準備中     19病院 
・策定予定無し   3病院 

 

○ 災害対策（防災）マニュアル、BCP および職員参集マニュアル等が未策定の病院に対して

は、策定を促すとともに、適切な支援を実施する必要があります。 

オ 医療チーム  

①災害派遣医療チーム＊（DMAT：Disaster Medical Assistance Team） 

○ 災害派遣医療チーム（以下「DMAT」という。）は、災害発生直後の急性期(概ね48時間以内)

に活動が開始できる機動性を持った、専門的な研修・訓練を受けた医療チームで、以下の活

動を行います。 

・病院支援(診療支援、病院避難支援) 

・現場活動(救護所、救助現場) 

・地域医療搬送 

・広域医療搬送(機内活動、SCU活動) 

・避難所救護所活動 等 

○ 災害の発生に備えて、DMAT隊員の資質向上と連携を図るために、定期的な研修や訓練を実

施しています。 

・DMAT隊員技能維持研修 

・DMAT強化訓練、近畿地方DMAT訓練 

・広域搬送訓練 

・県総合防災訓練、近畿２府７県合同防災訓練 等 

○ DMAT の派遣要請は、県と災害拠点病院の間で締結した協定に基づき、知事が行うことにな

っており、現在県内のチーム数は各災害拠点病院に合計32チーム保有しています。 

（令和５年(2023年)４月１日時点） 

○ 平成 28年(2016年)４月に発生した熊本地震での活動を踏まえ、円滑なDMAT活動を進める

には、活動期間の長期化、病院避難や避難所等での活動を念頭に置き、更なる人材の養成や

資質の向上、ロジスティック＊の充実が求められています。 

○ 令和２年（2020年）の新型コロナウイルス感染症発生・まん延時の活動を踏まえ、令和４

年改正医療法により、災害時の医療に加え、感染症発生・まん延時においても活動が求めら

れることが法で位置づけられました。 

※ DMAT の活動 

DMAT１隊あたりの活動期間は、その機動性を確保する観点から、移動時間を除き概ね

48時間以内を基本とする。 
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なお、災害の規模に応じて、DMATの活動が長期間（１週間など）に及ぶ場合には、

DMAT２次隊、３次隊等の追加派遣で対応することを考慮する。              

(日本 DMAT活動要領) 

②保健医療活動チーム＊（医療救護班） 

○ 本県では、災害発生時の円滑な医療救護活動を実施するため、平成19年(2007年)３月「災

害時の医療救護活動に関する協定」を下記団体と締結しています。 
  

表３－３－７－６ 医療救護活動に関する協定締結団体 

協定名称 締結団体 

災害時の医療救護活動に関する協定 一般社団法人滋賀県医師会 

  一般社団法人滋賀県歯科医師会 

  一般社団法人滋賀県薬剤師会 

  公益社団法人滋賀県看護協会 

  一般社団法人滋賀県病院協会 

 

○ 東日本大震災や熊本地震では被災された住民の避難生活が長期化したことから、急性期医

療に続く健康管理を中心とした医療の提供や相談体制については、様々な保健医療活動チー

ム（災害時健康危機管理支援チーム＊(DHEAT：Disaster Health Emergency Assistance Team)

や日本医師会災害医療チーム＊（JMAT：Japan Medical Association Team）、日本赤十字社の

救護班、独立行政法人国立病院機構の医療班、全日本病院医療支援班（AMAT：All Japan 

Hospital Medical Assistance Team）、日本災害歯科支援チーム（JDAT：Japan Dental Alliance 

Team）、薬剤師チーム、看護師チーム（被災都道府県以外の都道府県、市町村、日本看護協会

等の関係団体や医療機関から派遣された看護職員を含む）、保健師チーム、管理栄養士チーム、

日本栄養士会災害支援チーム（JDA-DAT：The Japan Dietetic Association-Disaster 

Assistance Team）、日本災害リハビリテーション支援チーム（JRAT: Japan Disaster 

Rehabilitation Assistance Team）、その他の災害医療に係る保健医療活動を行うチーム）

等と連携しつつ活動することが必要となります。 

③災害派遣精神医療チーム＊（DPAT：Disaster Psychiatric Assistance Team） 

○ 東日本大震災では、病院協会、医師会との協定に基づき、精神科医療機関、大学、県の連

携による「こころのケアチーム」を派遣しました。また、熊本地震では、こころのケアチー

ムとして県立精神医療センター・滋賀医科大学の協力を得て５チームが現地に赴き、現地で

の災害支援活動を行いました。 

○ DPAT については、令和３年度（2021年度）から精神保健福祉センターで先遣隊を１チーム

保有しています。 

○ 今後の災害に備え、医療機関との間であらかじめ派遣に係る協定を締結するとともに、研

修・訓練等の支援を行い、DPAT活動が円滑に行われるような体制づくりが急務です。 

  ④災害支援ナース 

   ○ 災害発生時における看護ニーズに迅速に対応できるよう、日本看護協会および都道府県看

護協会において、災害支援ナースの養成を行っており、平成 28 年（2016年）４月の熊本地

震の際に、当県から派遣された22人が活動した等の実績があり、災害発生時における看護ニ
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ーズへの迅速な対応に貢献しています。 

今後の災害に備え、医療機関との間であらかじめ派遣に係る協定を締結し、災害支援ナース

の活動が円滑に行われるような体制づくりが必要です。 

  ⑤災害時人工透析医療 

○ 災害時支援体制の整備として、県大規模災害発生時マニュアル（人工透析担当マニュアル）

を策定するとともに透析患者に人工透析患者災害時支援シートを配布しています。 

 

 

カ 災害医療のコーディネート機能 

①災害医療コーディネーター 

○ 関西広域連合が平成 24 年(2012 年)３月に策定した「関西広域救急医療連携計画」では、

県外からの医療支援を受け入れる「受援体制」の確立が求められています。 

○ 本県においては、県外からの医療支援を円滑に受け入れながら、災害時の医療提供体制を

確保するため、県本部と災害現場の間、また行政と医療機関との間での円滑な連絡調整、連

携を行うための「災害医療コーディネーター」を設置しています。 

○ 平成 28 年(2016 年)に発生した熊本地震における対応に関して、国において検証が実施さ

れ、「被災地内に派遣される医療チームや保健師チーム等を全体としてマネジメントする機

能を構築するべき」とされたことから、大規模災害発生に備えて、他都道府県からの応援に

対する受援体制を強化するため、一元的に情報提供、総合調整が可能な体制の構築が必要で

す。 

○ 災害時の多様な調整業務に対応するため、災害医療コーディネーターの資質向上が必要で

す。 

②災害薬事コーディネーター＊ 

○ 災害薬事コーディネーターとは、災害時に、都道府県ならびに保健所および市町村が行う

保健医療活動における薬事に関する課題解決のため、都道府県が設置する保健医療福祉調整

本部ならびに保健所および市町村における保健医療活動の調整等を担う本部において、被災

地の医薬品等や薬剤師および薬事・衛生面に関する情報の把握やマッチング等を行うことを

目的として、都道府県において任命された薬剤師です。 本県においても、災害薬事コーディ

ネーターの研修事業等を実施し、災害薬事コーディネーターの養成およびその能力向上が必

要です。 

➂災害時小児周産期リエゾン＊ 

○ 災害時小児周産期リエゾンとは、災害時に、都道府県が小児・周産期医療に係る保健医療

活動の総合調整を適切かつ円滑に行えるよう、保健医療福祉調整本部において、被災地の保

健医療ニーズの把握、保健医療活動チームの派遣調整等に係る助言及び支援を行う都道府県

災害医療コーディネーターをサポートすることを目的として、都道府県により任命された者

であり、本県では、周産期医療の各ブロックの産科医と小児科医を災害時小児周産期リエゾ

ンに任命しています。 

○ 平時からの対策として、DMAT等と連携できるよう県総合防災訓練への参加等の取組を進め

ており、今後は、助産師、看護師等の看護職の災害時小児周産期リエゾン育成に取り組む必

要があります。 
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キ 滋賀県広域災害時における医療救護活動指針  

○ 大規模災害が発生した際の混乱期にあっても、「最大多数の人たちに最良の医療を提供す

る」という災害医療の考え方に沿って、県民の生命と健康を守ることを最優先とし、災害時

においても必要とされる医療を適切かつ効率的に提供することができるよう、平成 26 年

(2014 年)10月に指針を策定しました。 

○ 発生が予測される大規模災害に備え、最新の知見や訓練等で得られた課題を踏まえて、不

断の見直しを行うことが必要です。 

ク 原子力災害医療 

○ 東日本大震災における福島第一原子力発電所での事故発生を受けて、原子力災害対策指針

において示されている「緊急時防護措置を準備する区域＊」(UPZ:Urgent ProtectiveAction 

Planning Zone)の目安の距離(原子力施設から概ね半径 30 ㎞)や本県が独自に行った放射性

物質拡散予測シミュレーションの結果を踏まえて、「原子力災害対策を重点的に実施すべき

地域の範囲」（滋賀県版UPZ）を設定し、その範囲内に長浜市と高島市の一部が含まれること

になりました。 

○ 平成 26 年(2014 年)３月に滋賀県緊急被ばく医療マニュアル（現在名称：滋賀県原子力災

害医療マニュアル）を策定し、緊急被ばく医療機関として「初期」「初期・二次支援」「二次

被ばく医療機関」（12病院）を指定する等、緊急被ばく医療体制を整備しました。 

○ 平成 27 年度(2015 年度)に国の原子力災害対策指針が改正され、新たな体制に移行する必

要が生じたことから、平成 29 年(2017 年)４月に原子力災害拠点病院の指定と原子力災害医

療協力機関の登録を行いました。 

 

表３－３－７－７ 原子力災害拠点病院および原子力災害医療協力機関一覧 

種 別 機 関 名 称 指定または登録年月日 備 考 

原
子
力
災
害 

拠
点
病
院 

長浜赤十字病院【基幹】 
平成29年４月１日 災害拠点病院 

救命救急センター 

大津赤十字病院 
基幹災害拠点病院 

高度救命救急センター 

滋賀医科大学医学部附属病院 災害拠点病院 

原 

子 

力 

災 

害 

医 

療 

協 

力 

機 

関 

１ 市立大津市民病院 平成29年４月17日 災害拠点病院 

２ 淡海医療センター 災害拠点病院 

３ 済生会滋賀県病院 

災害拠点病院 

救命救急センター 

京滋ﾄﾞｸﾀｰﾍﾘ基地病院 

４ 公立甲賀病院 災害拠点病院 

５ 近江八幡市立総合医療センター 
災害拠点病院 

救命救急センター 

６ 彦根市立病院 災害拠点病院 

７ 市立長浜病院 UPZ隣接公立病院 

８ 長浜市立湖北病院 UPZ隣接公立病院 
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９ 高島市民病院 災害拠点病院 

10 一般社団法人滋賀県医師会 

関係団体 

11 一般社団法人滋賀県薬剤師会 

12 公益社団法人滋賀県看護協会 

13 公益社団法人滋賀県診療放射線技師会 

14 日本赤十字社滋賀県支部 平成30年３月27日 

 

○ 原子力災害医療体制を充実させるため、原子力災害拠点病院や原子力災害医療協力機関の

機能強化や隣接府県および関係機関との連携、協力関係の構築が必要です。 

○ 令和４年度（2022年度）に国の原子力災害対策指針が改正され、原子力災害時における甲

状腺被ばく線量モニタリングの実施が規定されたことから、その実施体制について検討する

必要があります。 

ケ 広域災害救急医療情報システム＊（EMIS：Emergency Medical Information System） 

○ 災害時の迅速な対応が可能となるよう、患者の医療機関受診状況、ライフラインの稼動状

況等の情報を、災害時において相互に収集・提供する機能を持つシステムが全国で稼働して

おり、本県においてもこのシステムを導入しています。 

○ 平時から施設情報（施設用水や自家用発電機関連情報等）の入力率が低いため、入力を推

進していく必要があります。 

○ また、災害発生時に広域災害救急医療情報システム（以下「EMIS」という。）を活用して、

円滑に情報提供と収集を行うためには、医療関係者等に対して定期的な入力訓練を実施し、

被災状況等の入力を徹底するとともに操作の習熟度を上げる必要があります。 

○ 災害時には被災のため、被災状況等を入力ができない病院が発生することが想定されるこ

とから、病院の状況を把握し、情報を代行入力するための体制づくりや手順の設定を行うと

ともに、定期訓練と併せて代行入力に係る訓練も実施する必要があります。 

コ 保健医療福祉調整本部 

○ 平成 28 年（2016 年）の熊本地震における対応を踏まえ、大規模災害時においては、保健

医療活動チームの派遣調整、保健医療活動に関する情報の連携、整理および分析等の保健医

療活動の総合調整を行う体制として、保健医療調整本部を設置することとしていました。 

○ その後、令和３年（2021年）に防災基本計画等に災害派遣福祉チーム等の整備が追加され、

保健医療のみでは福祉分野の対応ができず、保健・医療・福祉の連携が重要であるとされた

ことを踏まえ、令和５年度（2023年度）から保健医療調整本部を保健医療福祉調整本部に改

めて訓練を行っています。 

○ 災害時に円滑な連携体制の構築を可能にするため、保健医療福祉調整本部の下、様々な保

健医療福祉の各活動チームとともに訓練を実施し、災害時におけるそれぞれの必要な役割を

確認することが必要です。 

○ また、保健医療福祉調整地方本部では、建物の老朽化や災害対策地方本部（各合同庁舎）

と離れた状況下で、保健医療福祉調整地方本部を運営する必要があり、大規模災害時に備え

て、平時から準備や想定をしておく必要があります。 
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具体的な施策 

（１）災害時に拠点となる病院の体制が強化されている 

ア 指定要件変更等に適合した災害拠点病院の指定 

○ 県は、災害拠点病院等が指定要件の変更等に適合しているか書面および現地確認を行うと

ともに必要な支援を行い、災害拠点病院の体制の維持・強化を促進します。また、滋賀医科

大学医学部附属病院を計画的に災害・感染症医療業務従事者の育成・教育する拠点とし、令

和７年度までに基幹災害拠点病院として新たに指定し、県内の災害拠点病院の体制強化を図

ります。 

イ 災害拠点精神科病院の指定 

○ 北部と南部の２カ所に災害拠点精神科病院の指定を目指し、令和６年度までに長浜赤十字

病院を災害拠点精神科病院として指定します。また、令和８年度までに災害拠点精神科病院

を１病院増やし、大規模災害時の精神保健医療ニーズに対応できる体制の確保を進めます。 

ウ 災害拠点病院および災害拠点精神科病院の施設・設備整備の支援 

○ 県は、国の医療提供体制施設整備交付金等を活用し、災害拠点病院および災害拠点精神科

病院の施設・設備整備の支援を行います。 

エ DMAT および DPATに対する訓練・研修の実施 

○ 県は、県総合防災訓練等を通じて、DMATおよび DPATに対する訓練・研修を実施します。 

 

（２）災害時に拠点となる病院以外の病院の災害対策の体制が強化されている 

ア 浸水想定区域に所在する病院の浸水対策の支援 

○ 県は、国の医療提供体制施設整備交付金等を活用し、浸水想定区域に所在する病院の浸

水対策の支援を行います。 

イ 病院における業務継続計画（BCP）の策定 

○ 県は、国が実施している業務継続計画（BCP）策定研修事業を活用し、病院における業務

継続計画（BCP）の策定を促進します。 

ウ 平時からのEMISの基本情報および施設情報の入力の推進 

○ 県は、災害時に備え、EMIS に登録している医療機関に対して電話連絡や訪問等により、

EMISの操作説明等を行い、平時からのEMISの活用の推進を図ります。 

エ 定期的なEMIS入力訓練および代行入力訓練の実施 

○ 県は、EMIS に登録している医療機関や保健所を対象に、定期的な EMIS の入力訓練および

代行入力訓練を実施します。 

 

（３）災害時に活動できる人材が確保されている 

ア 災害医療コーディネーター研修の実施 

○ 県は、年に1回、災害医療コーディネーター研修を実施します。 

イ 災害薬事コーディネーターの確保 

○ 県は、二次保健医療圏ごとに１名ずつ以上、災害薬事コーディネーターを任命します。 

ウ 災害時小児周産期リエゾンの確保 

○ 県は、周産期医療の各ブロックに産科医、小児科医、助産師、看護師を１名ずつ以上、災

害時小児周産期リエゾンを任命します。 
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エ 災害支援ナース派遣に係る医療機関との協定の締結 

○ 県は、災害支援ナースが所属している医療機関等と災害支援ナースの派遣に係る協定を締

結します。 

オ DHEAT養成研修の実施 

○ 県は、日本公衆衛生協会等が実施する研修を活用し、DHEATを養成します。また、県は、県

内DHEATを対象に技能維持のための研修を実施します。 

カ 災害・感染症医療従事者(DMAT・DPATなど)を対象とした研修の実施 

○ 県は、滋賀県災害医療体制強化事業等を通じて、災害・感染症医療従事者を対象とした研

修を実施します。 

 

（４）災害医療に関わる全ての関係機関が連携できる体制が構築されている 

ア 災害医療体制連絡協議会の開催 

○ 県は、災害時における災害拠点病院相互間および災害医療関係機関との連携体制の構築や

情報交換を行う場として、災害医療体制連絡協議会を年1回以上開催します。 

イ 保健医療福祉調整本部としての訓練の実施 

○ 県は、県総合防災訓練等を活用し、災害時における保健・医療・福祉の連携強化を図るた

め、県や様々な保健医療福祉の各活動チームとともに、訓練での到達目標や目的などを明確

に設定のうえ、保健医療福祉調整本部の運営訓練を実施します。 

ウ 各保健医療圏における保健所を中心とした災害対応体制の構築 

○ 県は、各保健医療圏における保健所を中心とした災害対応体制の強化を図るため、圏域内

の災害拠点病院等と連携した訓練を通じて、保健所の資機材等の見直しを進めていきます。 

エ 滋賀県広域災害時における医療救護活動指針の不断の見直し 

○ 県は、近年の災害を踏まえた教訓や保健医療福祉調整本部の運営訓練等をもとに、滋賀県

広域災害時における医療救護活動指針の見直しを行います。 

 

（５）原子力災害医療体制が強化されている 

ア 原子力災害拠点病院および原子力災害医療協力機関の施設・設備整備の支援 

○ 県は、原子力発電施設等緊急時安全対策交付金等を活用し、原子力災害拠点病院および

原子力災害医療協力機関の施設・設備整備の支援を行います。 

イ 原子力災害拠点病院および原子力災害医療協力機関との協定締結 

○ 県は、原子力災害発生時における原子力災害医療派遣チームの派遣に係る協定を原子力

災害拠点病院および原子力災害医療協力機関と締結します。 

ウ UPZ内に所在する病院の業務継続計画（BCP）の策定 

○ 県は、滋賀県原子力災害医療ネットワーク事業を通じて、UPZ 内に所在する病院の業務

継続計画（BCP）の策定を促進します。 

エ 原子力防災訓練の実施 

○ 県は、原子力災害拠点病院および原子力災害医療協力機関と連携し、訓練での到達目標

や目的などを明確に設定のうえ、年1回、原子力防災訓練を実施します。 

オ 原子力災害医療体制検討委員会の開催（甲状腺被ばく線量モニタリング実施体制の検討） 

○ 県は、原子力災害発生時における関係機関・団体間の連携体制の構築や情報交換を行う
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場として、原子力災害医療体制検討委員会を年１回開催します。 

○ 県は、令和５年度（2023年度）に国から示された甲状腺被ばく線量モニタリング実施マ

ニュアル等を踏まえ、簡易測定および詳細測定の実施体制について検討します。 

カ 原子力災害医療従事者の資質向上および関係機関の連携体制構築 

○ 県は、原子力災害医療人材育成支援事業を通じて、研修会を実施し、県内における原子

力災害医療従事者の資質向上および関係機関の連携体制を構築します。 

 

《数値目標》 

目標項目 現状値（R5） 目標値（R11） 

目指す姿（分野アウトカム） 

中間アウトカムの達成率 ― 100% 

取組の方向性（中間アウトカム） 

浸水想定区域に所在する災害拠点病院におい

て、浸水対策を講じている病院の割合 
40％ 100％ 

活動可能なDMAT、DPATのチーム数 DMAT：31 

DPAT：１ 

DMAT：37 

DPAT：４ 

浸水想定区域に所在する病院において、浸水対

策を講じている病院の割合 
50％ 100％ 

病院における業務継続計画（BCP）の策定率 57％ 100％ 

EMIS における基本情報および施設情報の入力

率 

〈基本情報〉 

入力済み：14％ 

一部入力：86％ 

未 入 力 ：０％ 

〈施設情報〉 

入力済み：０％ 

一部入力：85％ 

未 入 力 ：15％ 

入力済み：100％ 

EMIS 入力訓練における入力率 ― 100％ 

災害医療コーディネーターに占める研修の受

講率 
83％ 100％ 

派遣可能な災害支援ナースの人数 ― 70人 

DHEATの登録人数 54人 86人 

各関係機関と連携した防災訓練の実施回数 年８回 年８回 

各関係機関と連携した原子力防災訓練の実施

回数 
年１回 年１回 

具体的な施策（アウトプット） 

指定要件変更等にも適合した災害拠点病院の

指定数 
10機関 10機関以上 

災害拠点精神科病院の指定数 ０機関 ２機関 

DMAT およびDPATが連携した訓練の実施回数 ― 年１回 

BCP策定済みの病院数 33病院 58病院 
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目標項目 現状値（R5） 目標値（R11） 

EMIS 入力訓練の実施回数 年１回 年１回 

災害医療コーディネーター研修の実施回数 年１回 年１回 

災害薬事コーディネーターの任命者数 

― 

二次保健医療圏ご

とに１名ずつ以上

任命 

災害時小児周産期リエゾンの任命者数 

産科医９名 

小児科医11名 

各ブロックに産科

医、小児科医、助

産師、看護師を１

名ずつ以上任命 

災害支援ナース派遣等に係る医療機関との協

定締結数 
― 34機関 

DHEATの養成研修の受講者数 54人 86人 

災害・感染症医療従事者を対象とした研修の実

施回数 
年１回 年１回 

災害医療体制に関する会議の開催回数 年１回 年１回 

保健医療福祉調整本部運営訓練の実施回数 年１回 年１回 

各保健医療圏域における訓練の実施回数 
各保健医療圏域 

年１回 

各保健医療圏域 

年１回 

原子力災害拠点病院および原子力災害医療協

力機関数 
17機関 17機関 

原子力災害拠点病院および原子力災害医療協

力機関との協定締結数 
― ３機関 

UPZ内に所在するBCP策定済みの病院数 ― ３機関 

原子力防災訓練の実施回数 年１回 年１回 

原子力災害医療体制に関する会議の開催回数 年１回 年１回 

原子力災害医療従事者を対象とした訓練・研

修の実施回数 
年７回 年７回 
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《ロジックモデル》 

 

番号 番号 番号

指標
指定要件変更等にも適合した災害拠点病院の指定
数

指標
浸水想定区域に所在する災害拠点病院において、
浸水対策を講じている病院の割合

指標 中間アウトカム達成率

指標 災害拠点精神科病院の指定数 指標 活動可能なDMAT、DPATのチーム数

3

指標 DMATおよびDPATが連携した訓練の実施回数

5

指標 BCP策定済みの病院数 指標
浸水想定区域に所在する病院において、浸水対策
を講じている病院の割合

指標 病院における業務継続計画（BCP）の策定率

指標 EMIS入力訓練の実施回数 指標 EMISにおける基本情報および施設情報の入力率

指標 EMIS入力訓練における入力率

指標 EMIS入力訓練の実施回数

指標 災害医療コーディネーター研修の実施回数

指標 災害薬事コーディネーターの任命者数

指標 災害時小児周産期リエゾンの任命者数 指標 災害医療コーディネーターに占める研修の受講率

指標 派遣可能な災害支援ナースの人数

指標
災害支援ナース等派遣に係る医療機関との協定締
結数

指標 DHEATの登録人数

指標 DHEATの養成研修の受講者数

指標
災害・感染症医療従事者を対象とした研修の実施回
数

4

DMATおよびDPATに対する訓練・研修の実施

災害時小児周産期リエゾンの確保

2

取組の方向性（中間アウトカム） 目指す姿（分野アウトカム)

災害時に拠点となる病院の体制が強化されている

具体的な施策（アウトプット）

1

1

災害時においても必要な医療を受けることができる

平時からのEMISの基本情報および施設情報の入力の推
進

定期的なEMIS入力訓練および代行入力訓練の実施

災害医療コーディネーター研修の実施

10

災害薬事コーディネーターの確保

11

浸水想定区域に所在する病院の浸水対策の支援

6

病院における業務継続計画（BCP）の策定

7

8

9

1

指定要件変更等にも適合した災害拠点病院の指定

2

災害拠点精神科病院の指定

災害拠点病院および災害拠点精神科病院の施設・設備整
備の支援

3

14

災害・感染症医療従事者(DMAT・DPATなど)を対象とし
た研修の実施

12

災害支援ナース等派遣に係る医療機関との協定の締結

13

DHEAT養成研修の実施

災害時に拠点となる病院以外の病院の災害対策の体制が
強化されている

災害時に活動できる人材が確保されている
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番号 番号 番号

指標 災害医療体制に関する会議の開催回数

指標 保健医療福祉調整本部運営訓練の実施回数 指標 各関係機関と連携した防災訓練の実施回数

指標 各保健医療圏域における訓練の実施回数

18

指標
原子力災害拠点病院および原子力災害医療協力機
関数

指標
原子力災害拠点病院および原子力災害医療協力機
関との協定締結数

指標 各関係機関と連携した原子力防災訓練の実施回数

指標 UPZ内に所在するBCP策定済みの病院数

指標 原子力防災訓練の実施回数

指標 原子力災害医療体制に関する会議の開催回数

指標
原子力災害医療従事者を対象とした訓練・研修の実
施回数

災害医療に関わる全ての関係機関が連携できる体制が構
築されている

24

原子力災害医療従事者の資質向上および関係機関の連携
体制構築

19

原子力災害拠点病院および原子力災害医療協力機関の施
設・設備整備の支援

20

原子力災害拠点病院および原子力災害医療協力機関との
協定締結

原子力災害医療体制が強化されている

21

UPZ内に所在する病院の業務継続計画（BCP）の策定

滋賀県広域災害時における医療救護活動指針の不断の見
直し

22

原子力防災訓練の実施

23

原子力災害医療体制検討委員会の開催
(甲状腺被ばく線量モニタリング実施体制の検討）

5

4

15

災害医療体制連絡協議会の開催

具体的な施策（アウトプット）

17

各医療圏における保健所を中心とした訓練の実施

16

保健医療福祉調整本部としての訓練の実施

取組の方向性（中間アウトカム） 目指す姿（分野アウトカム)


